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福 祉 課 主 幹 澤 田 憲 一 管 理 課 主 幹 入 田 浩 明



- 5 -

上下水道課主幹 西 田 和 弘 福 祉 課 主 査 大 森 晴 海
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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（西原 浩君） おはようございます。

ただいまから、２日目の会議を開きます。

ただいま出席している議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

なお、欠席議員は、５番貞宗議員、６番宮越議員であります。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。

３番髙橋議員。

○３番（髙橋眞結美君） はい。

○議長（西原 浩君） ４番伊勢議員。

○４番（伊勢 徹君） はい。

○議長（西原 浩君） ７番横田議員。

○７番（横田保江君） はい。

○議長（西原 浩君） 以上、３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 特別委員会付託事件審査結果報告

○議長（西原 浩君） 日程第２ 特別委員会に付託しました議案の審査結果の報告を議

題といたします。

ここでお諮りします。

予算決算審査特別委員会に付託し審査されました議案第２０号から議案第２７号までの

各会計補正予算８件につきましては、全員をもって構成する予算決算審査特別委員会で審

査を行ったことから、委員長の報告は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の報告は省略することに決定しました。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 各議案の討論・採決

○議長（西原 浩君） 日程第３ 各議案の討論・採決を行います。

令和６年度各会計補正予算の採決に入る前にお諮りします。

本件は、全員をもって構成する予算決算審査特別委員会で、質疑、討論・採決が行われ

ておりますので、討論は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、令和６年度各会計補正予算の討論は省略することに決定しました。
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それでは、令和６年度各会計補正予算の採決に入ります。

初めに、議案第２０号令和６年度別海町一般会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって議案第２０号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２１号令和６年度別海町国民健康保険特別会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２２号令和６年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算を採決しま

す。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２３号令和６年度別海町介護保険特別会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２４号令和６年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２５号令和６年度町立別海病院事業会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２６号令和６年度別海町水道事業会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって議案第２６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２７号令和６年度別海町下水道等事業会計補正予算を採決します。

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。
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──────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第１２号から日程第１１ 議案第１９号まで

○議長（西原 浩君） 日程第４ 議案第１２号令和７年度別海町一般会計予算、日程第

５ 議案第１３号令和７年度別海町国民健康保険特別会計予算、日程第６ 議案第１４号

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計予算、日程第７ 議案第１５号令和７年度別

海町介護保険特別会計予算、日程第８ 議案第１６号令和７年度別海町後期高齢者医療特

別会計予算、日程第９ 議案第１７号令和７年度町立別海病院事業会計予算、日程第１０

議案第１８号令和７年度別海町水道事業会計予算、日程第１１ 議案第１９号令和７年度

別海町下水道等事業会計予算の８件については、別海町議会会議規則第３７条の規定によ

り一括議題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで、説明者に申し上げます。

この８件の令和７年度予算については、予算決算審査特別委員会に付託し、詳細な審査

をしたいと考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明願います。

それでは初めに、議案第１２号令和７年度別海町一般会計予算の説明を求めます。

○総務部長（伊藤輝幸君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部長。

○総務部長（伊藤輝幸君） 議案第１２号の内容を説明いたします。

別冊の令和７年度別海町一般会計補正予算書の１ページをお開き願います。

議案第１２号、令和７年度別海町一般会計予算。

令和７年度別海町一般会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６２億８,６００万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、債務負担行為。

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間、限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

第３条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

第４条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は４０億円

と定める。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算で初めに歳入です。

１款、町税、１項から５項で２５億７,１８４万円。

２款、地方譲与税、１項から３項で３億８,６６７万２,０００円。

３款、利子割交付金、１項で１８０万円。

４款、配当割交付金、１項で１,０１０万円。

５款、株式等譲渡所得割交付金、１項で１,７００万円。

６款、法人事業税交付金、１項で３,７００万円。

７款、地方消費税交付金、１項で３億９,６００万円。
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８款、環境性能割交付金、１項で４,８００万円。

９款、国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で４,６９７万５,０００円。

１０款、地方特例交付金、１項で７００万円。

１１款、地方交付税、３ページにかけまして、１項で７５億円。

３ページになります。

１２款、交通安全対策特別交付金、１項で２４０万円。

１３款、分担金及び負担金、１項と２項で４億１,４７２万５,０００円。

１４款、使用料及び手数料、１項から３項で２億８,２１２万６,０００円。

１５款、国庫支出金、１項から３項で１９億５,８５４万４,０００円。

１６款、道支出金、１項から３項で１４億５,９２０万８,０００円。

１７款、財産収入、１項と２項で６,９２６万円。

１８款、寄附金、１項で５０億２,３００万円。

１９款、繰入金、１項で３６億４,７８６万４,０００円。

２０款、繰越金、１項で１,０００万円。

２１款、諸収入、４ページにかけまして、１項から５項で、７億２,８８８万６,０００

円。

４ページになります。

２２款、町債、１項で１６億６,７６０万円。

歳入合計で２６２億８,６００万円とするものです。

次に５ページにお進みください。

歳出です。

１款、議会費、１項で８,９２１万５,０００円。

２款、総務費、１項から６項で７２億７,１２８万２,０００円。

３款、民生費、１項と２項で２８億５０８万１,０００円。

４款、衛生費、１項から３項で２１億４,９８７万７,０００円。

５款、労働費、１項で１０６万７,０００円。

６款、農林水産業費、１項から４項で３３億６,９０５万６,０００円。

７款、商工費、１項で、３億５,８１３万３,０００円。

８款、土木費、６ページにかけて、１項から５項で２７億４,９３６万４,０００円。

６ページにお進みください。

９款、消防費、１項で７億６,２１１万１,０００円。

１０款、教育費、１項から６項で１７億１,５１９万５,０００円。

１１款、災害復旧費、１項で１６万２,０００円。

１２款、公債費、１項で１８億７,７６６万５,０００円。

１３款、給与費、１項で３１億７７９万２,０００円。

１４款、予備費、１項で３,０００万円。

歳出合計で２６２億８,６００万円とするものです。

７ページにお進みください。

第２表、債務負担行為です。

１件目は、し尿収集車購入事業の債務負担です。

期間は令和８年度、限度額は５,５４６万３,０００円です。

２件目は、塵芥収集車購入事業の債務負担です。
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期間は同じく令和８年度、限度額は２,７０１万６,０００円です。

次に、第３表、地方債です。

１件ごとの説明は省略をさせていただき、表の１番上、１件目、別海高等学校教育支援

事業から、ページを進み、９ページまでお進みください。

９ページ、下から２段目、町民温水プール整備事業までの３４事業の限度額の合計は１

６億６,７６０万円となります。

なお、全ての起債の方法は、普通貸借または証券発行、利率は３％以内、ただし、利率

見直し方式で借入れし、利率の見直しを行った後については、当該見直し後の利率とし、

償還の方法は、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債権者

と協定する。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または繰上償

還もしくは低利に借換えをすることができるとするものです。

次に、１１ページからの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略をさせていただき、給

与費明細書について説明をいたします。

ページが飛びますけれども２５７ページまでお進みください。

２５７ページ、給与費明細書です。

１の特別職ですが、表の下段、前年度当初との比較の欄で御説明いたします。

長等は、給与費の期末手当で２４万５,０００円の増。

寒冷地手当で４,０００円の減。

給与費計では２４万１,０００円の増。

共済費で８万５,０００円の増。

合計で３２万６,０００円の増となります。

次の段、議員です。

給与費の期末手当で４２万７,０００円の増。

給与費計も同じく４２万７,０００円の増。

共済費で１０１万４,０００円の減。

合計で５８万７,０００円の減となります。

次の段、その他特別職は、職員数が８１人の増。

給与費、報酬で６３８万８,０００円の増。

給与費計、そして合計も同じく６３８万８,０００円の増となります。

比較の欄の計では、職員数が８１人の増。

給与費の報酬で６３８万８,０００円の増。

期末手当で６７万２,０００円の増。

寒冷地手当で４,０００円の減。

給与費計で７０５万６,０００円の増。

共済費が９２万９,０００円の減。

全体の合計で６１２万７,０００円の増となります。

次に２５８ページをお開き願います。

２の一般職です。

（１）総括で、こちらも比較の欄で申し上げます。

１番上の表の１番下の段になります。

職員数は２３人の増。

この上段の括弧内につきましては、定年前再任用短時間勤務職員及び１週間当たりの勤
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務時間が常勤職員より短い職員の人数で５人の増となります。

給与費の報酬で３,１００万円の増。

給料で１億６,３８２万５,０００円の増。

職員手当で９,１２６万５,０００円の増。

給与費計では２億８,６０９万円の増。

共済費は６,３２２万３,０００円の増。

合計で３億４,９３１万３,０００円の増となるものです。

次の表、職員手当の内訳、そして、２５９ページの、ア、会計年度任用職員以外の職

員、２６０ページの、イ、会計年度任用職員、続きまして２６１ページ（２）給料及び職

員手当の増減の明細及び２６２ページから２６５ページまでの（３）給料及び職員手当の

状況についての説明は省略をさせていただきます。

２６６ページをお開きください。

２６６ページからは、債務負担に関する調書となります。

１件ごとの説明はこちらも省略させていただきますが、１件目の別海町酪農工場機器整

備（２００ミリリットル牛乳充填機）から始まりまして、２７５ページまでお進みいただ

き、２７５ページ最後の公の施設に係る指定管理者に対する委託料（野付半島ネイチャー

センター）まで、全部で６２件で、これらの債務負担行為の限度額の合計で、４６億７,８

７３万６,０００円。

前年度、令和６年度末までの支出見込額の合計が、８億６２７万２,０００円。

当該年度、令和７年度ですけども、令和７年度以降の支出予定額の合計は、７億９,６６

２万９,０００円。

この欄の上段括弧内の２億７,４６６万７,０００円は、令和７年度分の支出予定額とな

ります。

なお表の右側には、令和７年度以降の支出予定額に係る財源内訳を記載しております。

最後となります。

２７６ページまでお進みください。

こちらは地方債に関する調書です。

こちらも区分ごとの説明は省略をさせていただき、区分１、公共事業等債から、１番

下、区分１５、道貸付金までの合計で申し上げます。

表の１番下の段で、令和５年度末現在高は１６６億９,９７２万３,０００円。

その右側、令和６年度末現在高見込額が１６０億４,８０４万５,０００円。

次に、令和７年度中起債見込額が１６億６,７６０万円。

令和７年度中元金償還見込額が１８億４９４万８,０００円。

令和７年度末現在高見込額が１５９億１,０６９万７,０００円となります。

以上で議案第１２号の内容説明を終わらせていただきます。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１３号、令和７年度別海町国民健康保険特別会計予

算の説明を求めます。

○保健生活部長（小川信明君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部長。

○保健生活部長（小川信明君） 議案第１３号、令和７年度別海町国民健康保険特別会計

予算の内容について説明いたします。

別冊の令和７年度別海町国民健康保険特別会計予算書の１ページをお開きください。
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令和７年度別海町国民健康保険特別会計予算。

令和７年度別海町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６億８００万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

初めに、歳入です。

１款、国民健康保険税、１項で９億３,４６９万６,０００円。

２款、道支出金、１項で１５億４,７５９万円。

３款、財産収入、１項で１６万６,０００円。

４款、繰入金、１項で１億２,５０３万４,０００円。

５款、繰越金、１項で１万円。

６款、諸収入、１項と２項で５０万４,０００円。

歳入合計で２６億８００万円とするものです。

３ページにお進みください。

続いて歳出です。

１款、総務費、１項から４項で１,８７３万６,０００円。

２款、保険給付費、１項で１４億８,４８０万１,０００円。

３款、国民健康保険事業納付金、１項で１０億４,７７４万３,０００円。

４款、保健事業費、１項と２項で１,９２１万８,０００円。

５款、基金積立金、１項で２,６８７万４,０００円。

６款、諸支出金、１項で５６２万８,０００円。

７款、予備費、１項で５００万円。

歳出合計で２６億８００万円とするものです。

５ページから１８ページまでの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただき

ます。

１９ページをお開きください。

給与費明細書です。

１の特別職で、別海町国民健康保険運営協議会委員に係る報酬になります。

本年度、その他特別職で職員数は７名、給与費の報酬は３１万９,０００円。

表の１番下、比較の欄ですが、職員数のその他特別職で１名の増。

給与費の報酬計及び合計は、それぞれ３万９,０００円の増となります。

以上で、議案第１３号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１４号、令和７年度別海町介護サービス事業特別会

計予算、議案第１５号、令和７年度別海町介護保険特別会計予算の２件について、順次説

明を求めます。

○福祉部長（干場みゆき君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部長。

○福祉部長（干場みゆき君） それでは、まず、議案第１４号、令和７年度別海町介護
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サービス事業特別会計予算の内容について説明いたします。

別冊の別海町介護サービス事業特別会計予算書の１ページをお開きください。

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計予算。

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億２,１７０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、債務負担行為。

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

最初に歳入です。

１款、介護サービス費、１項で１億３,３８５万７,０００円。

２款、使用料及び手数料、１項と２項で４,０２７万１,０００円。

３款、繰入金、１項で３億４,７２７万７,０００円。

４款、繰越金、１項で１万円。

５款、諸収入、１項で２８万５,０００円。

歳入合計で５億２,１７０万円とするものです。

次に、３ページ、歳出です。

１款、介護サービス事業費、１項で１億５,２４２万１,０００円。

２款、公債費、１項で５,４１０万６,０００円。

３款、給与費、１項で３億１,２１７万３,０００円。

４款、予備費、１項で３００万円。

歳出合計で５億２,１７０万円とするものです。

４ページへお進みください。

第２表、債務負担行為です。

老人保健施設車両購入に伴う債務負担行為です。

期間は令和８年度、限度額は１,６２２万１,０００円です。

５ページから２０ページまでの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただき

ます。

２１ページをお開きください。

給与費明細書です。

１の一般職（１）総括です。

下段の比較の欄で説明いたします。

職員数は、定年前再任用短時間職員及び１週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い職

員で２名の増。

給与費は、報酬で７０万円の減。

給料で３６９万２,０００円の増。

職員手当で３６７万６,０００円の増。
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給与費計で６６６万８,０００円の増。

次に、共済費は１２３万９,０００円の増。

合計で７９０万７,０００円の増となるものです。

下の表、職員手当の内訳と、２２ページから２８ページまでの給料及び職員手当の増減

額の明細については、説明を省略させていただきます。

次に、２９ページをお開きください。

地方債に関する調書です。

介護サービス事業債で、令和５年度末現在高は２億１,３７４万円。

令和６年度末現在高見込額は１億６,３３４万５,０００円。

令和７年度中増減見込みで、令和７年度中起債見込額はありません。

令和７年度中元金償還見込額は５,１４０万６,０００円を予定し、令和７年度末現在高

見込額が１億１,１９３万９,０００円となるものです。

以上で、議案第１４号の内容説明を終わります。

引き続き、議案第１５号、令和７年度別海町介護保険特別会計予算の内容について説明

いたします。

別冊の令和７年度別海町介護保険特別会計予算書の１ページをお開きください。

令和７年度別海町介護保険特別会計予算。

令和７年度別海町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億９,５７０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、債務負担行為。

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

２ページへお進みください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

初めに歳入です。

１款、保険料、１項で２億６,８７６万３,０００円。

２款、分担金及び負担金、１項で２５２万円。

３款、国庫支出金、１項と２項で２億６,７０３万２,０００円。

４款、支払基金交付金、１項で３億４,４５１万７,０００円。

５款、道支出金、１項と２項で１億８,９０５万８,０００円。

６款、財産収入、１項で１４万９,０００円。

７款、繰入金、１項と２項で２億２,３５０万９,０００円。

８款、繰越金、１項で１万円。

９款、諸収入、１項と２項で１４万２,０００円。

歳入合計で１２億９,５７０万円とするものです。

次に、３ページへお進みください。

続いて歳出です。

１款、総務費、１項から３項で８３４万３,０００円。
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２款、保険給付費、１項で１２億１,９４３万円。

３款、地域支援事業費、１項から３項で６,４３７万８,０００円。

４款、基金積立金、１項で１４万９,０００円。

５款、諸支出金、１項で４０万円。

６款、予備費、１項で３００万円。

歳出合計で１２億９,５７０万円とするものです。

４ページへお進みください。

第２表、債務負担行為です。

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定については、策定前年度にニーズ調査を

行い、調査結果をもとに計画策定を行うことに伴う債務負担行為となります。

期間は令和８年度、限度額は６７１万円です。

５ページから２２ページまでの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただき

ます。

２３ページをお開きください。

給与費明細書になります。

１の特別職で、こちらは介護認定審査会委員と高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画策定委員会委員の報酬となります。

本年度、その他の特別職の職員数は１４名で、給与費の報酬は９２万４,０００円。

表の１番下の比較の欄で、職員数に変更はありませんが、給与費の報酬では、報酬額の

精査により４０万６,０００円の減。

給与費計、合計ともに４０万６,０００円の減となるものです。

以上で議案第１５号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１６号、令和７年度別海町後期高齢者医療特別会計

予算の説明を求めます。

○保健生活部長（小川信明君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部長。

○保健生活部長（小川信明君） 議案第１６号、令和７年度別海町後期高齢者医療特別会

計の内容について説明いたします。

別冊の令和７年度別海町後期高齢者医療特別会計予算書の１ページをお開きください。

令和７年度別海町後期高齢者医療特別会計予算。

令和７年度別海町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億４,６２０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。

款の金額で説明いたします。

初めに歳入です。

１款、後期高齢者医療保険料、１項で１億７,６９５万６,０００円。

２款、繰入金、１項で６,９０２万３,０００円。

３款、繰越金、１項で１,０００円。
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４款、諸収入、１項と２項で２２万円。

歳入合計で２億４,６２０万円とするものです。

続いて下段、歳出です。

１款、総務費、１項と２項で２０１万円。

２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項で２億４,０９８万円。

３款、諸支出金、１項で２１万円。

４款、予備費、１項で３００万円。

歳出合計で２億４,６２０万円とするものです。

３ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただきます。

以上で、議案第１６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１７号、令和７年度町立別海病院事業会計予算の説

明を求めます。

○病院事務長（三戸俊人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 病院事務長。

○病院事務長（三戸俊人君） 議案第１７号の内容説明をいたします。

別冊の令和７年度町立別海病院事業会計予算書１ページをお開きください。

令和７年度町立別海病院事業会計予算。

第１条、総則。

令和７年度町立別海病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量は次のとおりとする。

１項、病床数８４床、１号、一般病床８３床、２号、未熟児室１床。

２項、年間患者数８万９,２７７人、１号、入院１万８,９８０人、２号、外来７万２９

７人。

３項、１日平均患者数３４３人、１号、入院５２人、２号、外来２９１人。

４項、主要な建設改良事業、医療機械器具整備事業、事業費６,５８４万８,０００円。

院内総合情報システム整備事業、事業費２,１３８万１,０００円。

別海病院設備更新事業、事業費１億１,５６０万円。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入、１款、病院事業収益、１項から３項で２１億９,４２９万２,０００円。

支出、１款、病院事業費用、１項から４項で２３億４,８０４万８,０００円。

２ページをお開き願います。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、１億４,９９８万４,０００円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,１２３万９,０００円、過年度分損益勘定

留保資金２,７５７万２,０００円、当年度損益勘定留保資金１億１１７万３,０００円で補

填するものとする。

収入、１款、資本的収入、１項と２項で１億９,９４４万４,０００円。

支出、１款、資本的支出、１項と２項で３億４,９４２万８,０００円。

第５条、債務負担行為。
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債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

自己電子カルテシステム更新、期間は令和８年度、限度額３億１,８４７万円です。

第６条、一時借入金。

一時借入金の限度額は２億円と定める。

第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１号、職員給与費１０億４,２８２万円。

２号、交際費１００万円。

続いて３ページです。

第８条、他会計からの補助金。

次に掲げる事由により、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定

める。

１号、医師及び看護師等の研究研修に要する経費、２４６万６,０００円。

２号、病院事業職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、２,４８５万６,０

００円。

３号、病院事業職員の追加費用負担金に要する経費、５８１万円。

４号、児童手当に要する経費、７４８万円。

５号、院内保育所に要する経費、１,６５９万７,０００円。

６号、医師の派遣を受けることに要する経費、５,６０５万円。

第９条、棚卸資産の購入限度額。

棚卸資産の購入限度額は２億６,１４０万円と定める。

第１０条、重要な資産の取得。

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類、器械備品、名称、エックス線テレビ装置等、数量、一式です。

第１１条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

ができるものとする。

５ページからの予算実施計画及び、８ページからの予算実施計画説明書の説明は省略

し、１５ページをお開き願います。

令和７年度町立別海病院事業会計予定キャッシュフロー計算書（間接法）です。

この計算書は、実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわ

したものです。

説明は、各区分ごとの差引き合計額で申し上げます。

１、業務活動によるキャッシュフロー、差引き合計で２,６９０万５,０００円です。

２、投資活動によるキャッシュフロー、左側下段です。

差引き合計で１億６,３６２万７,０００円のマイナスです。

３、財務活動によるキャッシュフロー、差引き合計で３,４８８万２,０００円です。

区分合計での資金増減額は、右下の下から３段目で１億１８４万円のマイナスとなりま

す。

資金期末残高予定額は、右下、最下段で、１,７５６万５,０００円となる予定です。
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この金額が、令和８年３月末の現金預金となる予定です。

続きまして、１６ページをお開き願います。

給与費明細書です。

１、総括。

前年度との比較の合計で申し上げます。

職員数、一般職については１５名の減。

括弧内は、定年前再任用短時間勤務職員及び１週間当たりの勤務時間が常勤職員より短

い職員の人数で、増減はございません。

給与費、給料で２,０２６万４,０００円の減。

報酬で１,４６５万１,０００円の増。

手当で１,２９７万３,０００円の減。

給与費計で１,８５８万６,０００円の減です。

法定福利費２,８４７万５,０００円の減。

合計で４,７０６万１,０００円の減額となり、本年度合計で１０億４,２８２万円の予定

です。

以下、２２ページまでの手当の内訳、２、給料及び手当の増減額の明細、３、給与及び

手当の状況につきましては、説明を省略いたします。

次に、２３ページをお開きください。

債務負担行為に関する調書です。

事項は、電子カルテシステムの更新で、限度額は３億１,８４７万円です。

令和７年度以降の支払い義務発生予定額は、令和７年度から令和８年度までの金額で３

億１,８４７万円です。

財源の内訳は、出資金１億５,９２３万５,０００円。

損益勘定留保資金１億５,９２３万５,０００円となっております。

２４ページから２７ページまでの、町立別海病院事業予定損益計算書、町立別海病院事

業予定貸借対照表、注記表につきましては、説明を省略いたします。

以上で、議案第１７号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第１８号、令和７年度別海町水道事業会計予算、議案

第１９号、令和７年度別海町下水道等事業会計予算の２件について順次説明を求めます。

○建設水道部長（外石昭博君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部長。

○建設水道部長（外石昭博君） 議案第１８号及び第１９号を一括して説明いたします。

初めに議案第１８号の内容説明をいたします。

別冊の令和７年度別海町水道事業会計予算書の１ページをお開きください。

議案第１８号、令和７年度別海町水道事業会計予算。

第１条、総則。

令和７年度別海町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を次のとおりとする。

１号、給水件数７,３９８件。

２号、年間総給水量５２１万８,９６７立方メートル。

３号、１日平均給水量１万４,２９９立方メートル。
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第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入です。

１款、水道事業収益、１項と２項で１１億１,５３６万８,０００円。

支出です。

１款、水道事業費用、１項から３項で１０億１０７万４,０００円。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４億３,７８６万３,０００円は、減債

積立金２億２,４３１万３,０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,

１００万９,０００円、過年度分損益勘定留保資金１億７,２５４万１,０００円で補填する

ものとする。

収入です。

１款、資本的収入、１項と２項で３億３,９５０万７,０００円。

支出です。

１款、資本的支出。

１項から３項で７億７,７３７万円。

２ページをお開きください。

第５条、債務負担行為。

債務負担をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事項は財務省用地賃貸料、期間は令和８年度から９年度まで、限度額は令和８年度６,０

００円、令和９年度６,０００円です。

第６条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的、国営環境保全型かんがい排水事業、限度額は２億５,０００万円。

農業水路等長寿命化事業、限度額は１,５９０万円。

道営農村集落基盤再編整備事業、限度額は５,２２０万円。

起債の方法は証書借入、利率は３．０％以内。ただし、利率見直し方式で借入れし、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

償還の方法は、借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上

償還又は低利に借り換えることができるとするものです。

第７条、一時借入金。

一時借入金の限度額は５,０００万円と定める。

第８条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

１号、決算により、消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため、

項間の流用ができるものとする。

第九条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１号、職員給与費、６,３１７万１,０００円。

２号、交際費、５万円。
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第１０条、棚卸資産購入限度額。

棚卸資産の購入限度額は３,００１万１,０００円と定める。

３ページからの予算実施計画及び５ページからの予算実施計画説明書の説明は省略いた

します。

１２ページをお開きください。

令和７年度別海町水道事業予定キャッシュフロー計算書（間接法）です。

この計算書は実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわし

たものです。

説明は区分ごとの差引き合計額で申し上げます。

１、業務活動によるキャッシュフロー、差引き合計で３億３,６８８万７,０００円のプ

ラスです。

２、投資活動によるキャッシュフロー、差引き合計で４億,８２９１万５,０００円のマ

イナスです。

３、財務活動によるキャッシュフロー、差引き合計で９,３７８万８,０００円のプラス

です。

区分合計での資金増減額は、下から３段目で、５,２２４万円のマイナスとなり、資金期

末残高は、最下段で２８億８,２９９万４,０００円となる予定です。

次に、１３ページ、給与費明細書です。

１、総括で、上の表の下段、比較の合計欄で申し上げます。

職員数、一般職で２名の減。

給与費、給料２０３万３,０００円の減。

手当１０２万８,０００円の減。

給与費計で３０６万１,０００円の減。

法定福利費、１１２万９,０００円の減。

合計４１９万円の減となり、本年度合計で６,３１７万１,０００円となる予定です。

以下、１７ページまでの手当の内訳、２の給料及び手当の増減額の明細、及び３の給料

及び手当の状況、及び２１ページまでの予定損益計算書、予定貸借対照表、注記表につき

ましては説明を省略いたします。

以上で議案第１８号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第１９号の内容説明をいたします。

別冊の令和７年度別海町下水道等事業会計予算書の１ページをお開きください。

議案第１９号、令和７年度別海町下水道等事業会計予算。

第１条、総則。

令和７年度別海町下水道等事業会計予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を次のとおりとする。

１号、年間総処理水量９６万２,６８２立方メートル。

２号、１日平均処理水量２,６３７立方メートル。

３号、主な建設改良事業、特定環境保全公共下水道事業、１億３,８６４万１,０００

円。

漁業集落排水設備整備事業、１億１,１３２万３,０００円。

第３条、収益的収入及び支出。
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収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入です。

１款、下水道事業収益、１項と２項で７億４,１００万８,０００円。

支出です。

１款、下水道事業費用、１項から３項で６億４,５８０万７,０００円。

２ページをお開きください。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億４,７４２万４,０００円は、消費

税及び地方消費税資本的収支調整額９２万７,０００円、過年度分損益勘定留保資金５,０

９５万５,０００円、当年度分損益勘定留保資金６,８２０万９,０００円及び利益剰余金

２,７３３万３,０００円で補填するものとする。

収入です。

１款、資本的収入、１項から３項で３億４,０８５万５,０００円。

支出です。

１款、資本的支出、１項から４項で４億８,８２７万９,０００円。

第５条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的、特定環境保全公共下水道事業、限度額は１億３,６５０万円。

農業集落排水事業、限度額は１,１００万円。

漁業集落排水事業、限度額は２,１８０万円。

起債の方法は普通貸借、証書借入。

利率は３．０％以内。ただし、利率見直し方式で借入れし、利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利率。

償還の方法は、公的資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協

定する。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借り換えることがで

きるとするものです。

３ページにお進みください。

第６条、一時借入金。

一時借入金の限度額は２億円と定める。

第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

１号、営業費用と営業外費用の相互間。

第８条議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１号、職員給与費、３,５６６万１,０００円。

第９条、他会計からの補助金。

下水道等事業の運営のため、一般会計からこの会計補助を受ける金額は３億８００万円

である。

５ページからの予算実施計画及び７ページからの予算実施計画説明書の説明は省略いた

します。
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１３ページをお開きください。

令和７年度別海町下水道等事業予定キャッシュフロー計算書（間接法）です。

この計算書は、実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわ

したものです。

説明は区分ごとの差引き合計額で申し上げます。

１、業務活動によるキャッシュフロー、差引き合計で１億３,６０８万９,０００円のプ

ラス。

２、投資活動によるキャッシュフロー、差引き合計で２億９,７２７万８,０００円のマ

イナス。

３、財務活動によるキャッシュフロー、差引き合計で６,０６６万３,０００円のプラス

です。

区分合計での資金増減額は、下から３段目で、１億５２万６,０００円のマイナスとな

り、資金期末残高は最下段で１,５６５万９,０００円となる予定です。

１４ページをお開きください。

給与費明細書です。

１、総括で、上の表の下段、比較の合計欄で申し上げます。

職員数の増減はございません。

給与費、給料３６２万円の増。

手当３７１万１,０００円の増。

給与費計で７３３万１,０００円の増。

法定福利費、１４３万４,０００円の増。

合計８７６万５,０００円の増となり、本年度合計で３,５６６万１,０００円となる予定

です。

以下、１７ページまでの手当の内訳、２の給料及び手当の増減額の明細、及び３の給料

及び手当の状況、及び２２ページまでの予定損益計算書、予定貸借対照表、注記表につき

ましては説明を省略いたします。

以上で議案第１９号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 以上で、議案第１２号から議案第１９号までの令和７年度別海町

各会計予算の８件について、内容説明が終わりました。

お諮りします。

ただいま上程中の令和７年度別海町各会計予算の８件については、予算決算審査特別委

員会に付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号から議案第１９号までの８件については、予算決算審査特別

委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま、全員で構成する予算決算審査特別委員会に付託されましたので、本会議での

質疑は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、本会議での質疑は省略することに決定いたしました。

ここで１０分間休憩いたします。

午前１１時０９分 休憩

──────────────

午前１１時１８分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第２８号

○議長（西原 浩君） 日程第１２ 議案第２８号別海町乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○福祉部長（干場みゆき君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部長。

○福祉部長（干場みゆき君） 議案第２８号別海町乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定について説明させていただきます。

議案書は１７ページから２７ページとなりますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議

案資料で御説明いたします。

議案資料の１ページをお開き願います。

本条例の概要を申し上げます。

初めに、本条例の趣旨及び経緯についてです。

本町では、令和６年７月１日から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な成育環境

を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルに関わら

ない形での支援を強化するため、現行の幼児教育保育給付に加え、月一定時間までの利用

可能枠の中で、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる、新たな通園制度である

こども誰でも通園制度の創設を見据えた試行的事業を実施しているところです。

令和６年６月１２日に公布されたこども・子育て支援法などの一部を改正する法律によ

り、児童福祉法が改正され、令和７年４月１日から乳児等通園支援事業として実施される

こととなりました。

乳児等通園支援事業は、保育所や認定こども園などの内閣府令で定める施設において、

０歳６か月から満３歳未満で、保育所等に入所していない乳幼児に適切な遊び及び生活の

場を与えるとともに、当該乳幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するた

めの当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報提供、助言その

他の援助を行う事業であり、国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるとこ

ろにより、市町村長の許可を得て、当該事業を行うことができるものとされ、市町村は、

当該事業の設備及び運営について、条例で基準を定めることとされていることから、別海

町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、新たに制定するものです。

次に、条例で定める基準については、国の府令で規定する従うべき基準及び参酌すべき

基準に従って定めています。

３、条例の概要は、乳児等通園支援事業者の責務及び一般原則、非常災害対策、事業所

の設備及び職員の基準などを規定するものです。

それでは、議案本文の内容について、囲み枠内の解説に基づいて御説明いたします。
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資料の３ページをお開き願います。

総則です。

第１条、趣旨。

本条は、児童福祉法第３４条の１６第１項に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定めるものとします。

第２条、定義。

本条は、用語の定義について定めています。

第３条、最低基準の目的等は、４ページにわたりますが、本条は、乳児等通園支援事業

を行う事業所、乳児等通園事業所、この本条の説明においては、数か所出てくるものです

から、一部事業所として説明をさせていただきます。

この事業所が事業を実施するに当たって、求められる衛生環境や職員等の最低基準及び

町は、最低基準を常に向上させるよう努める旨を定めています。

第４条、最低基準と乳児等通園支援事業者。

本条は、乳児等通園事業を行うもの、乳児等通園支援事業者、以下、この条例の説明に

おいて、一部事業者と省略させていただきます。

この事業者は、常に設備及び運営の向上に努めるとともに、町長は、利用児童保護者な

どの意見を聞き、事業者に対し、その設備及び運営を向上させるよう勧告できる旨を定め

ています。

第２章、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準。

第１節、通則です。

第５条、乳児等通園支援事業者の一般原則は、５ページまでにわたりますが、本条は、

事業者の一般原則について定めています。

第６条、乳児等通園支援事業者と非常災害。

本条は、事業者における非常災害時の訓練について定めています。

第７条、安全計画の策定。

６ページにお進みください。

本条は、事業者における安全計画の策定について定めています。

第８条、自動車を運行する場合の所在の確認。

本条は、事業者が自動車を運行する際の利用乳幼児の所在確認や安全装置の設置につい

て定めています。

第９条、乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件。

本条は、事業者の職員の一般条件を定めています。

第１０条、乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等は、７ページにわたり

ますが、本条は、事業者の職員は常に自己研さんに励み、必要な知識及び技能の習得、維

持に努めること、及び職員に対する資質向上のための研修の機会を確保しなければならな

いことを定めています。

第１１条、他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準。

本条は、事業所が他の社会福祉施設等を併せて設置する際に、乳児等通園支援事業に支

障がない場合に限り、社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができることを定めて

います。

第１２条、利用乳幼児を平等に取り扱う原則。

本条は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分等で差別的取扱いをしてはならないこと
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を定めています。

１３条、虐待等の禁止。

本条は、利用乳幼児に対し、心身に有害な影響を与える行為をしてはならないことを定

めています。

８ページにお進みください。

第１４条、衛生管理等。

本条は、事業者における衛生管理の徹底、感染症及び食中毒の予防、必要な医薬品等の

備えと管理について定めています。

第１５条、食事の提供を行う場合に備える設備。

本条は、事業者において、食事の提供を行う際に、調理のための加熱、保存等の機能を

有する設備を備えなければならないことを定めています。

第１６条、乳児等通園支援事業所内部の規程。

こちらは９ページにわたりますが、事業者において、乳児等通園支援事業の運営につい

ての重要事項に関する内部規程の整備について定めています。

第１７条、乳児等通園支援事業所に備える帳簿。

事業所において、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を

整備することを定めています。

第１８条、秘密保持等。

本条は、事業者の職員が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児またはその

家族の秘密を漏らしてはならないことを定めています。

第１９条、苦情への対応は、１０ページにわたりますが、本条は、事業者は、当該通園

支援に関する利用乳幼児、またはその保護者からの苦情を受け付けるための窓口を設置す

るなどの必要な措置を講ずること、また、事業者は、当該通園支援に関し、町からの指導

または助言を受けた場合は、それに従って、必要な改善を行わなければならないことを定

めています。

第２節、乳児等通園支援事業の区分です。

第２０条、本条は、乳児等通園支援事業の区分を定めており、一般型乳児等通園支援事

業と余裕活用型乳児等通園支援事業に区分し、余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所等において、利用児童数が、利用定員に満たない場合に、利用定員の範囲内で行う乳児

等通園事業であり、一般型乳児等支援事業は、それ以外の事業とすることを規定していま

す。

１１ページにお進みください。

ここからは、第３節、一般型乳児等通園事業の規定となります。

第２１条、設備の基準。

資料は１３ページまでとなります。

本条は、一般型乳児等通園支援事業所の設備について、乳幼児１人当たりの保育室など

の必要面積等を定めています。

第２２条、職員の基準。

１４ページ上段になりますが、一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児通

園支援に従事する職員として、町長が行う研修を修了した者を置かなければならないこ

と、また、利用乳幼児に対する乳児等通園支援従事者の数を定めています。

第２３条、乳児等通園支援の内容。
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本条は、乳児等通園支援において提供する事業内容について定めています。

第２４条、保護者との連絡。

こちらは１５ページ上段までになりますが、本条は、一般型乳児等通園支援事業を行う

者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保護者の理解及び協力を得るよう努めな

ければならないことを定めています。

１５ページ中段から１６ページ中段になりますが、ここからは、第４節、余裕活用型乳

児等通園支援事業の規定となります。

第２５条、設備及び職員の基準。

本条は、余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準を定めてい

ます。

第２６条、準用では、第２３条、第２４条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用することを定めています。

１６ページにお進みください。

第３章、雑則です。

第２７条、電磁的記録。

本条は、記録、作成、その他のこれらに類するもののうち、書類等で行うこととされて

いるものについて、当該書面などに代えて電磁的記録により行うことができることとする

ことを定めています。

附則となりますが、この条例の施行日が令和７年４月１日からとなることを規定してい

ます。

以上で議案第２８号の内容説明とさせていただきます。

○議長（西原 浩君） 議案第２８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑を終わります。

ただいま議題となりました、議案第２８号別海町乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定の件は、福祉医療常任委員会に付託いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第２９号

○議長（西原 浩君） 日程第１３ 議案第２９号別海町訪問入浴介護事業所条例の制定

についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○福祉部長（干場みゆき君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部長。

○福祉部長（干場みゆき君） 議案第２９号別海町訪問入浴介護事業所条例の制定につい

て説明させていただきます。

議案書は２８ページから３２ページになりますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議

案資料で御説明いたします。

議案資料の１７ページをお開き願います。

本条例の概要を申し上げます。
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まず初めに、条例の趣旨及び経緯についてです。

訪問入浴介護事業については、現在、町内の介護サービス事業者において運営している

ところですが、近年の人材不足等が要因となり、事業の継続が困難であるとの申出を受け

ました。

当該事業については、要介護状態にある者が、身体の清潔保持及び心身機能の維持等を

図り、在宅生活を続ける上で必要不可欠な事業であると判断したことから、老人保健施設

すこやか内に新たに事業所を設置し、職員体制を整え、事業を継続するため、本条例を新

たに制定し、実施しようとするものです。

次に、条例の概要です。

事業所の名称及び位置、事業の内容、事業の利用対象者に関すること、利用申込契約及

び利用者負担に関することを規定するものです。

それでは議案本文の内容について、囲み枠内の解説に基づいて御説明いたします。

資料の１８ページをお開き願います。

まず、第１条、目的は、別海町訪問入浴介護事業所条例の目的について定めています。

第２条、名称及び位置は、事業所の名称及び位置を定めています。

第３条、事業の内容は、提供するサービス内容を定めています。

第４条、利用対象者は、１９ページにわたりますが、サービスを利用できる対象者を定

めています。

第５条、職員は、職員の配置について定めています。

第６条、利用申込は、サービスの利用に当たり、申込みが必要であることを定めていま

す。

第７条、契約は、サービスの提供及び利用に当たり、契約を取り交わすことを定めてい

ます。

第８条、利用者負担は、サービスの利用者負担について、介護保険被保険者で、要介護

認定を受けた者は、別海町介護サービス使用料及び手数料条例で規定する額、また、別海

町障害者地域生活支援事業条例に定めている訪問入浴サービスの支給決定を受けた者は、

同条例で規定する額となることを定めています。

２０ページにお進みください。

第９条、委任は、規則への委任を規定しています。

附則となりますが、第１条、施行期日は、この条例の施行日が令和７年４月１日からと

なることを規定しています。

第２条、別海町介護サービス使用料及び手数料条例の一部改正は、この条例の制定に伴

い、関連する別海町介護サービス使用料及び手数料条例の事業及び名称に、訪問入浴介護

事業、別海町訪問入浴介護事業所を追加することに伴う引用条項や文言の整理を行うもの

です。

資料の２２ページから２９ページまでは、別海町介護サービス使用料及び手数料条例新

旧対照表となりますが、説明は省略させていただきます。

以上で議案第２９号の説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第２９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

質疑ございませんか。
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（「なし」の声あり）

質疑を終わります。

ただいま議題となりました、議案第２９号別海町訪問入浴介護事業所条例の制定の件

は、福祉医療常任委員会に付託いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第３０号

○議長（西原 浩君） 日程第１４ 議案第３０号別海町学校教育施設整備基金条例の制

定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○教育部長（宮本栄一君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 教育部長。

○教育部長（宮本栄一君） 議案第３０号別海町学校教育施設整備基金条例の制定につい

て御説明いたします。

議案書は３１ページから３２ページとなります。

議案本文の朗読は省略させていただき、議案資料により説明いたします。

別冊の議案資料の３０ページをお開きください。

別海町学校教育施設整備基金条例に関わる概要となります。

初めに、条例の趣旨及び経緯についてです。

旧別海中学校をふるさと納税返礼品の加工場として活用する方針で進められているとこ

ろですけれども、文部科学省の補助を受けて建設している本施設を補助目的以外の用途に

供する際、補助の効果は滅失するため、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承

認を受けた上で、残存価格を国庫納付しなければならないと補助金等に係る予算の執行の

の適正に関する法律で定められています。

ただし、国庫納付金相当額以上を、別海町が設置する学校の施設整備のための基金に積

み立てる場合、国庫納付金を免除する取扱いとなっていることから、国庫納付金相当額

を、老朽化が著しい本町の学校施設整備に充てる財源として有効活用するため、本条例を

新たに制定するものです。

次に、２の条例の概要についてです。

（１）第１条から第５条で、基金の設置及び管理に関することについて規定していま

す。

（２）第６条で、基金の繰替運用に関することについて規定しています。

（３）第７条で、基金の処分に関することについて規定しています。

３の施行日につきましては、令和７年４月１日から施行するとしております。

それでは、条例の各条文の内容について説明いたします。

議案資料の３１ページをお開きください。

条例の本文の読み上げは省略し、四角囲み内の解説のみとさせていただきます。

別海町学校教育施設整備基金条例です。

第１条、設置。

本条は、本町が学校教育施設の整備に要する経費の財源に充てるために設置する旨を定

めています。

第２条、積立。

本条は、基金に積み立てる額について、一般会計歳入歳出予算に計上されるものである
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旨を定めています。

第３条、管理。

本条は、基金に属する現金の管理方法について、金融機関への預金をはじめとした管理

方法のうち、最も確実かつ有効な方法により管理する必要があることを定めています。

第４条、運用。

本条は、必要があると町長が認める場合には、基金に属する現金を最も確実かつ有効な

有価証券に変えることができる旨を定めています。

３２ページをお開きください。

第５条、運用益金の処理です。

本条は、基金の運用により生じた収益について、一般会計歳入歳出予算に計上した上

で、基金に編入し、処理する旨を定めています。

第６条、繰替運用。

本条は、財政上、必要があると町長が認める場合には、確実な繰戻し方法、期間及び利

率を定めた上で、基金に属する現金と、歳計現金との繰替運用ができる旨を定めていま

す。

第７条、処分。

本条は、本町が整備した学校教育施設整備、大規模改修等の事業に要する経費に充てる

場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる旨を定めています。

第８条、委任。

本条は、基金管理に際し、必要な手続等は規則等に定めるものとするものです。

附則としてこの条例は令和７年４月１日から施行するものです。

以上で議案第３０号の内容説明とさせていただきます。

○議長（西原 浩君） 議案第３０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑を終わります。

ただいま議題となりました、議案第３０号別海町学校教育施設整備基金条例の制定の件

は、総務文教常任委員会に付託いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第３１号

○議長（西原 浩君） 日程第１５ 議案第３１号別海町部設置条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） それでは議案第３１号別海町部設置条例の一部を改正す

る条例の制定について内容説明をいたします。

初めに改正目的について申し上げます。

本町はふるさと納税をはじめとする財源を活用し、町の成長戦略を推進することで、地

域の魅力を高め、多くの人を呼び込み、町民の幸福度を向上させることを目指しておりま
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す。

そのためには昨年１２月に議決をいただきました中間見直し後の第７次総合計画に基づ

き、また、次の第８次総合計画の見直しを見据え、本町の魅力をさらに発信するととも

に、時代の変化に対応した新たな施策の立案を進めるなど、あらゆる部署が連携し、町の

未来を創る体制の強化が必要となります。

一方でふるさと納税による財源に依存する現状の財政構造には課題もあります。

円安に伴う物価高騰などにより、経常的な財政負担は増大しており、今後も持続可能な

自治体運営を維持するためには、長期的な視点での財政健全化と行財政改革の推進に真剣

に向き合う危機感を持たなければなりません。

こうした状況を踏まえまして、今年度策定いたしました行財政改革実施計画、人材育成

確保基本方針に加え、既存の中長期財政運営基準や、公共施設等総合管理計画、これらの

不断の見直しと実行を推進する体制の強化が必要となります。

そこで、これらを含め、従来、総務部として担っておりました幅広い業務を再編し、バ

ランスのとれた政策推進力を高めるため、総合政策部と経営管理部を新設したいとするも

のです。

それでは議案内容の説明に入ります。

議案書では、３３ページから３５ページにおいて改正文でお示ししておりますが、議案

書による改正文の朗読は省略いたしまして議案資料により説明させていただきます。

議案資料の３３ページをお開きください。

議案資料３３ページは、組織変更に係る新旧対照図で、右側が改正前、左側が改正後と

なります。

右側、改正前の①ですが、総務課の人事厚生部門と財政課を統合いたしまして、改正後

において、経営管理部とするものです。

また、課の編成につきましては、規則において別に定めるものでございますが、この経

営管理部には人事財産課と、財政課の２課体制とし、持続可能な自治体運営のための資源

である人材、公共施設、財政の管理を統括したいとするものです。

続いて、改正前の②です。

防災基地対策課を、改正後において、総務課を解消いたしました総務防災・基地対策課

に編入するものです。

次に改正前の③、総合政策課の全てを改正後において、総合政策部とするものです。

総合政策部は、総合政策課と地域創生課の２課体制とし、各部署と対等に連携しなが

ら、総合計画等に基づく、成長戦略の実現に向け、政策立案と推進、町の発信力を強化し

たいとするものです。

新旧対照図についての説明は以上といたしまして、次に改正規定について説明いたしま

す。

議案資料の３４ページにお進みください。

別海町部設置条例新旧対照表です。

右側が改正前、左側改正後となります。

改正前第１条、部の設置について、第１号の総務部の次に、改正後において、第２号、

総合政策部、第３号、経営管理部を加え、以降、２号ずつ繰り下げるものです。

続いて、第２条、分掌事務ですが、改正前の総務部、第１号から第７号を、改正後の総

務部第１号、議会及び行政一般に関する事項、第２号、町税に関する事項、第３号、町行
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政の総合調整に関する事項、第４号、広報、条例その他他部の主管に属さない事項に改め

るものです。

また総合政策部を加え、その分掌事務を、第１号、町の重要施策の総合企画に関する事

項、３５ページにお進みいただきまして、第２号、町の総合計画に関する事項、第３号、

地域の振興に関する事項、第４号、統計に関する事項と定めるものです。

次に経営管理部を加えまして、分掌事務を、第１号、職員の進退及び身分に関する事

項、第２号、町の歳入歳出予算その他財務及び財産に関する事項、第３号、行財政改革及

び経営戦略に関する事項と定めるものです。

最後に附則といたしまして、この条例は令和７年４月１日から施行するとするもので

す。

以上で議案第３１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○４番（伊勢 徹君） はい。

○議長（西原 浩君） ４番伊勢議員。

○４番（伊勢 徹君） 今この増設というか、総合政策課を総合政策部に格上げするとい

うことで、これに要する人員はどのぐらいの増員数を予定しているかを教えてください。

○議長（西原 浩君） 答弁調整のため暫時休憩いたします。

なお、質疑のときは立ち上がってお願いします。

午前１１時５３分 休憩

──────────────

午前１１時５４分 再開

○議長（西原 浩君） それでは、答弁調整終わりましたので会議を再開いたします。

○総務部長（伊藤輝幸君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部長。

○総務部長（伊藤輝幸君） 伊勢議員の質問にお答えいたします。

ただいまですね、調整中でございますけれども、部長は１人、そして課は二つというこ

とで、部長がですね兼務する場合もございますけれども、総体的にですね、現在の総合政

策課よりは若干ですね、大きくなる予定でございます。

以上です。

○議長（西原 浩君） 伊勢議員よろしいですか。

○４番（伊勢 徹君） はい。

○議長（西原 浩君） そのほか質問ございますか。

（「なし」の声あり）

ないようですので質疑を終わります。

ここで１時まで休憩いたします。

午前１１時５５分 休憩

──────────────

午後 ０時５９分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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──────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第３２号

○議長（西原 浩君） 日程第１６ 議案第３２号職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） それでは、議案第３２号職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について内容説明をいたします。

本条例改正は、育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の一部改正が公布されまして、令和７年４月１日から施行される部分につ

いて、これらの規定を引用する条例か所の改正を行おうとするものです。

議案書では３６ページにおいて改正分でお示ししておりますが、議案書の朗読は省略さ

せていただきまして、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の３６ページをお開きください。

職員の育児休業等に関する条例新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

まず、第１９条第２項、改正前における労働基準法の法律番号等の削除改正につきまし

ては、今回の改正事務を機に各条文を精査しましたところ、この以前の条文において、法

律番号等の引用か所があったため、不要とするものです。

それで、次の第１９条第３項ですが、こちらは法律の一部改正により、改正前、下線部

分第６１条第３２項において読替えて準用する同条第２９項を、改正後において、第６１

条の２第２０項とするもので、内容に変更はございません。

最後に下段、附則といたしましてこの条例は令和７年４月１日から施行するとするもの

です。

以上で議案第３２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第３３号

○議長（西原 浩君） 日程第１７、議案第３３号職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） 議案第３３号職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について内容説明をいたします。

本条例改正につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部改正の公布に伴うものですが、この
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法律改正は、少子高齢化が進展し、人口減少が加速する中、男女ともに仕事と育児、介護

を両立できるようにするため、子供の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の

拡充や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化のための措置を講ずるこ

とが趣旨となっております。

この法律改正を踏まえまして、本町職員に係る本条例の具体的な改正か所の説明に移り

ます。

議案書では３７ページから３９ページにおいて改正文でお示ししておりますが、議案書

の朗読は省略させていただきまして、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の３７ページをお開きください。

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

本改正条例は、本則改正のほか、過去の改正条例の改正もありますため、二条立てとし

て構成しております。

まず表の上、第１条関係は、本則の改正となります。

改正後の第７条の３第１項として、下線部ですが、小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が、子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を

除き、深夜勤務をさせてはならない旨の条文を新設するとともに、改正前の第１項以降を

１項ずつ繰り下げるものです。

続いて、改正前第１項の下線部分、３歳に満たない子を、改正後において、小学校就学

の始期に達するまでの子に改め、請求に基づき、職員に時間外勤務をさせてはならない子

供の年齢範囲を拡充するものです。

次に３９ページにわたりますが、改正前第３項と、改正後第４項は、育児を行う職員の

勤務制限の規定を、介護を行う職員の勤務制限に読み替える規定としては、同じ内容と

なっておりますが、今回の改正における第１項の新設に伴うもののほか、文言等の精査の

ために、改正前第３項全部を削り、改正後第４項として、改めるものです。

３９ページにお進みください。

３９ページ、改正後の上から６行目、第５項は、勤務の制限に関する手続その他の勤務

の制限に関し必要な事項は規則で定めるとする規定を追加するものです。

次に改正後第１５条の下線部は、この後説明いたします第１５条の３の新設に伴い、配

偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者を、配偶者等とする置き換え規定を

追加するものです。

次に改正後第１５条の３及び４０ページの第１５条の４は、今回の法律改正に伴い、介

護離職を防ぐための、仕事と介護の両立支援制度の強化に関する規定について新設するも

のです。

３９ページ、第１５条の３第１項は、職員が配偶者等の介護が必要となったことを申出

たときは、職員に対し、介護両立支援制度等について周知し、意向を確認する旨、また、

４０ページにお進みいただきまして、第２項では、職員が４０歳の年度において、介護両

立支援制度等の内容を知らせなければならない旨を規定するものです。

次の第１５条の４では、介護両立支援制度等の請求手続が円滑に行われるように、第１

号として、研修の実施、第２号として、相談体制の整備、第３号として、その他勤務環境

の整備に関する措置を講ずるとする規定を設けるものです。

４１ページにお進みください。
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４１ページ、表の上、第２条関係は、令和５年３月に定例会で議決いただいた職員の勤

務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の附則の改正となります。

附則第２条下線部になりますが、こちらは地方公務員法の改正によりまして、同法附則

第９条第２項が削られ、同条第３項が同条第２項に繰り上がることに伴う、形式的な改正

となります。

４２ページにお進みください。

最後に附則です。

第１条として、この条例は令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布

の日から施行するとするものです。

第２条として、この条例の施行日以後の日を、時間外勤務制限開始日とする請求を行お

うとする職員は、施行日前においても規則の定めるところによって、当該請求を行うこと

ができるという旨の内容とするものです。

以上で議案第３３号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第３４号

○議長（西原 浩君） 日程第１８ 議案第３４号第２号会計年度任用職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） 議案第３４号第２号会計年度任用職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、内容説明をいたします。

本条例改正は、地域おこし協力隊の活動に要する経費のうち、給料等に係る部分につい

て、特別交付税措置が拡充されることに伴い、月額給料を引上げたいとするものです。

それでは改正内容の説明に入ります。

議案書では４０ページにおいて改正文でお示ししておりますが、議案書による改正文の

朗読は省略し、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の４３ページをお開きください。

第２号会計年度任用職員の給与に関する条例新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

第２０条、地域おこし協力隊の給与の特例で、改正前の３０万円を、改正後において、

３２万５,０００円とするものです。

最後に附則といたしまして、この条例は令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第３４号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。
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（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第３５号

○議長（西原 浩君） 日程第１９ 議案第３５号第１号会計年度任用職員の報酬、期末

手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） 議案第３５号第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当

勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容説明をい

たします。

本条例改正は、町立別海病院における宿直勤務において、より円滑な勤務体制構築のた

め、第１号会計年度任用職員を配置できるよう、必要な規定を追加することに加えまし

て、外国語指導助手の報酬について、本町は、一般社団法人自治体国際化協会の招致外国

青年任用規則に基づいて支給額を定めているところですが、令和７年度から本規則が改正

されることに伴い、外国語指導助手の報酬限度額を改正したいとするものです。

それでは改正内容の説明に入ります。

議案書では４１ページから４２ページにおいて改正文でお示ししておりますが、議案書

による改正文の朗読は省略し、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の４４ページをお開きください。

第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例新旧対

照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

第２条第２項、報酬の種類に、下線部分、宿日直報酬を追加するものです。

続いて、改正後第３条の２、宿日直報酬の条を加えます。

内容は、第１項において宿日直勤務を命じられた者には、宿日直報酬を支給すること。

第２項は、宿日直報酬の額は、別海町職員の給与に関する条例の規定による宿日直手当

の例によることとするものです。

次に、第５条第２項ですが、前段、改正後の第３条の２を新設し、そこで、別海町職員

の給与に関する条例の引用が初出となりましたので、そこで、条例番号と略称を示しまし

たので、本項の改正前の条例名及び条例番号の記述を、改正後において、略称である給与

条例に改めるものです。

次に第８条は、４５ページにわたりますけれども、報酬の支給方法等の種類に、改正後

下線部分、宿日直報酬を追加するものです。

４５ページにお進みください。

第１４条ですが、外国語指導助手の報酬を、改正前月額３３万円以内から、改正後にお

いて月額３６万円以内とするものです。

最後に附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第１４条の改

正規定は、令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第３５号の内容説明を終わります。



- 36 -

○議長（西原 浩君） 議案第３５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第３６号

○議長（西原 浩君） 日程第２０ 議案第３６号別海町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○情報広報課長（山田哲哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 情報広報課長。

○情報広報課長（山田哲哉君） 議案第３６号別海町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、内容を説明いたします。

議案書は４３ページ、議案資料は４６ページです。

初めに、本条例の改正の要旨について説明いたします。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布に伴

い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が、一部改

正されます。

これに伴い、本町で定める別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の引用か所に項ずれが生じるこ

とから、条例の一部を改正しようとするものです。

なお、議案本文の朗読は省略させていただき、議案資料により説明いたしますので、議

案資料４６ページをお開きください。

新旧対照表です。

右の欄が改正前、左の欄が改正後の条文で、下線部分が改正か所となります。

第２条では、本条例の用語の定義を定めていますが、改正前第２号１行目、法第２条第

８項を、改正後では、法第２条第９項に改め、同じく、改正前第３号１行目、法第２条第

１２項を、改正後では、法第２条第１３項に改め、同じく改正前第４号１行目、法第２条

第１４項を、改正後では法第２条第１５項に改めます。

最後に下段の附則です。

この条例は令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第３６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────
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◎日程第２１ 議案第３７号及び日程第２２ 議案第３８号

○議長（西原 浩君） 日程第２１ 議案第３７号別海町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２２ 議案第

３８号別海町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定についての２件については、別海町議会会議規則第３７条の

規定により一括議題といたします。

内容について順次説明を求めます。

○福祉課長（石戸谷友絵君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉課長。

○福祉課長（石戸谷友絵君） 議案第３７号及び議案第３８号の２件につきましては、関

連がございますので、一括して内容を説明させていただきます。

２件につきましては、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令が公

布され、国の家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準、及び特定教育保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正

されたことに伴い、国の改正に準じ、関係条例の一部を改正しようとするものです。

まず初めに、議案第３７号別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についての説明をいたします。

議案書は４４ページから４６ページ、議案資料は４７ページから５１ページとなりま

す。

国の主な改正内容は、保育内容に関する支援について、連携施設確保の特例が設けられ

たこと、及び代替保育の提供に係る連携施設の確保の特例要件が緩和されたことです。

また、連携施設を確保しないことを認める経過措置の有効期限が５年間延長されたこ

と、さらに、栄養士法の改正により、これまで、管理栄養士国家試験は、栄養士の免許を

受けたものでなければ、受験することができなかったところ、改正後は、管理栄養士養成

施設卒業者につきましては、栄養士免許を取得せずとも、管理栄養士になることが可能に

なることに伴う改正となります。

改正本文の朗読は省略し、議案資料により御説明いたします。

議案資料の４７ページをお開き願います。

本改正案の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。

４７ページ下段から４８ページ上段になりますが、第６条第１項第１号中、「支援を行

うこと」の「支援」を略称規定に改めようとするものです。

同項第３号中の第４項第１号の改正は、項の追加に伴う項ずれを整理しようとするもの

です。

４８ページ下段から４９ページ上段になりますが、第６条第２項及び第３項の改正は、

保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難な場合で定められた要件を満たす

と認められるときは、連携施設での保育内容支援に係る協力連携を行わないことができる

旨の規定及びその際の家庭的保育事業者等が、確保すべき保育内容支援連携協力者の内容

を定めようとするものです。

資料は４９ページ下段から５０ページになりますが、改正前、第４項及び第５項を、そ

れぞれ２項繰下げ、３項の次に次の２項を加えようとするものです。

改正後第６条第４項及び第５項の改正は、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著し
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く困難であると認める場合で、定められた要件を満たすと認められるときは、連携施設で

の代替保育の提供を行わないことができる旨の規定及びその他の家庭的保育事業者等が、

確保すべき代替保育連携協力者の内容を定めようとするものです。

改正前第５項第１号中の改正は、引用法令の表記について、同条までの条文に既に規定

されていたことから、変更するものです。

資料は５１ページになります。

条例第１６条第１項第２号の改正は、家庭的保育事業者等の利用乳幼児に、食事の提供

を行う際に必要な栄養指導等を行う有資格者に、管理栄養士を加えるものです。

次に、附則の改正となります。

附則第３条の連携施設に関する経過措置について、施行日から起算する経過年数を１０

年から１５年に改めようとするものです。

なお、附則としまして、この条例は、令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第３７号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第３８号別海町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての説明をいたします。

議案書は４７ページから４９ページ、議案資料は５２ページから５６ページとなりま

す。

本条例の改正につきましても、先ほどの議案第３７号と同様に、保育内容に関する支援

について、連携施設確保の特例が設けられたこと、及び代替保育の提供に係る連携施設確

保の特例要件が緩和されたこと、また、連携施設を確保しないことを認める経過措置の有

効期限が５年間延長されたことに伴う改正です。

改正本文の朗読は省略させていただき、議案資料により御説明いたします。

議案資料の５２ページをお開き願います。

本改正案の新旧対照表です。

資料の５３ページにお進み願います。

第４２条第１項第１号中、「支援を行うこと」の「支援」を略称規定に改めようとする

ものです。

次に、資料５４ページにお進みください。

第４２条第２項及び第３項の改正は、保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著し

く困難な場合で、定められた要件を満たすと認められるときは、連携施設での保育内容支

援に係る協力連携を行わないことができる旨の規定、及びその際の特定地域型保育事業者

が確保すべき保育内容支援連携協力者の内容を定めようとするものです。

資料は５５ページから５６ページになりますが、改正前第４項から第９項をそれぞれ２

項繰下げ、３項の次に次の２項を加えようとするものです。

改正後第４２条第４項及び第５項の改正は、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合で、定められた要件を満たすと認められるときは、連携施設

での代替保育の提供を行わないことができる旨の規定、及びその際の特定地域型保育事業

者が確保すべき代替保育連携協力者の内容を定めようとするものです。

次に、附則の改正となります。

附則第４条の連携施設に関する経過措置について、施行日から起算する経過年数を１０

年から１５年に改めようとするものです。

その他の改正につきましては、引用条項の項ずれなどに伴う整理となります。



- 39 -

最後に附則としまして、この条例は令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第３８号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３７号及び議案第３８号の内容説明が終わりましたので、

本件の質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第３９号

○議長（西原 浩君） 日程第２３ 議案第３９号別海町障害者地域生活支援事業条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○福祉課長（石戸谷友絵君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉課長。

○福祉課長（石戸谷友絵君） 議案第３９号別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を

改正する条例の制定についての内容説明をいたします。

議案書は５０ページから５４ページ、議案資料は５７ページから６６ページとなりま

す。

本条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正によ

る生活サポート事業の廃止、日常生活用具給付等事業における所得判定の際の対象者の世

帯範囲及び上限額の変更、また、本条例の題名及び条文中の法律用語や、固有名詞等を除

く、障害の害の字の表記につきまして、マイナスイメージを和らげるため、漢字表記を平

仮名表記に改正しようとするものです。

改正本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料により御説明いたします。

議案資料の５７ページをお開き願います。

本改正案の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。

まず、５８ページ上段の改正前第４条第７号、第６１条、６１ページの別表第１及び６

３ページの別表第２中の生活サポート事業につきましては、制度開始当初は、市町村にお

ける地域生活支援事業として位置づけられておりましたが、国の既存事業の見直しにより

まして、障害福祉サービスの居宅介護事業として、同様のサービスの利用が可能となった

ことから、本条例から削除しようとするものです。

６４ページをお開き願います。

別表第３の日常生活用具給付等事業に係る利用者の利用上限額については、国の補装具

費支給基準を参考としており、国の基準の見直しを受けまして、所得判定者の範囲の変更

と納税額を改めるもので、改正前ただし書、「ただし、本人または世帯員のうち、市町村

民税所得割の最多納税者の納税額が５０万円以上である場合は対象外とする。」を改正後

については、対象者の規定であることから、分かりやすく表記をするため、６０ページ中

段、４、日常生活用具給付等事業の対象者欄中段に、「ただし、本人または配偶者のう

ち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上である場合は、本事業の対象

外とする。」に改めようとするものです。

この改正によりまして、子供の日常生活用具給付の所得制限が事実上撤廃されることと
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なります。

その他の改正は、障害の害の字の表記を平仮名表記に改めるものです。

なお、附則としまして、第１項、施行期日は、本条例は令和７年４月１日から施行する

とするものとし、第２項で、別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正と、当該条例の別表

第１及び別表第２において、本改正条例の題名等が引用されていることから、併せて改正

しようとするものです。

議案資料６６ページの別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の新旧対照表の説明は省略させてい

ただきます。

以上で議案第３９号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第３９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第４０号

○議長（西原 浩君） 日程第２４ 議案第４０号別海町児童デイサービスセンター条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○福祉課長（石戸谷友絵君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉課長。

○福祉課長（石戸谷友絵君） 議案第４０号別海町児童デイサービスセンター条例の一部

を改正する条例の制定についての内容説明をいたします。

議案書は５５ページ、議案資料は６７ページとなります。

本条例は、平成２１年度に設置されました児童デイサービスセンターの事業内容につき

まして、令和７年度から未就学児の支援体制を強化するため、新たに保育所等訪問支援事

業を実施することとして、関連する条文の一部を改正しようとするものです。

改正本文の朗読は省略させていただき、議案資料により御説明いたします。

議案資料の６７ページをお開き願います。

本改正案の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。

第４条、事業の第１号につきまして、保育所等訪問支援を追加した内容に改めようとす

るものです。

なお、附則としまして、本条例は令和７年４月１日から施行するものです。

以上で議案第４０号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。
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──────────────────────────────────

◎日程第２５ 議案第４１号

○議長（西原 浩君） 日程第２５ 議案第４１号別海町中小企業融資条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○商工観光課長（掘込美穂君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 商工観光課長。

○商工観光課長（掘込美穂君） 議案第４１号別海町中小企業融資条例の一部を改正する

条例の制定について、内容を説明します。

議案書５６ページをお開きください。

初めに、本条例の改正要旨について説明します。

本条例は、町内の中小企業の育成振興と経営の安定化を図ることを目的として、中小企

業の融資に対する利子補給などを行うための制度として制定しています。

昨年の３月定例会において、当時の景気を鑑み、利子補給金の１％を上乗せする特例措

置期間を令和７年３月３１日までとして制定しました。

しかし、現在も新型コロナウイルス感染症の拡大以前のような景況に至っていないこと

に加え、国際的な情勢不安による物価、燃油価格高騰など、引き続き厳しい経営環境にあ

る町内の事業者の現状を踏まえ、さらに、特例措置を１年間延長するため改正をするもの

です。

それでは、議案本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料で説明いたします。

議案資料６８ページをお開き願います。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。

附則第５項、利子補給金の特例について、令和７年を令和８年に改めるものです。

なお、附則としまして、この条例は令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第４１号の説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２６ 議案第４２号

○議長（西原 浩君） 日程第２６ 議案第４２号別海町水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第４２号別海町水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、内容説明をいたします。

議案書の５７ページをお開きください。

本条例改正は、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、これらの規
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定を引用する条例か所の改正が必要となったことから、所要の改正を行おうとするもので

す。

それでは議案の内容説明をいたしますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議案資料に

より御説明いたします。

議案資料の６９ページを御覧願います。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。

第５条、議会の同意を要する賠償責任の免除、法第２４３条の２の８第８項を、法第２

４３条の２の９第８項に改めるものです。

なお、附則として、この条例は、地方自治の一部を改正する法律附則第１条第３号に掲

げる規定の施行の日から施行するとするものです。

以上で議案第４２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２７ 議案第４３号

○議長（西原 浩君） 日程第２７ 議案第４３号別海町水道事業給水条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第４３号別海町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例の制定について、内容説明をいたします。

議案書の５８ページをお開きください。

本条例の改正は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴い、水道の整備及び管理行政が、厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管

されたこと、並びに、本法律の施行に伴う、関係法令の整備等及び経過措置に関する政令

による水道法施行令の一部改正により、布設工事管理者及び水道技術管理者の資格要件が

見直されました。

また、本改正により、給水人口が５万人以下である水道事業等において、水道に関する

技術上の実務経験年数を簡易水道事業と同等に緩和する見直しもされたため、所要の改正

を行おうとするものです。

それでは、議案内容を説明いたしますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議案資料に

より御説明いたします。

議案資料の７０ページをお開きください。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。

第８条、給水装置の新設等の申込、第１項、厚生労働省令を国土交通省令に改め、次の

第１６条、給水の制限、第４項「、第３項」を「及び前項」に改めるものです。



- 43 -

次に、第４０条、布設工事監督者の資格です。

第１号及び７１ページにわたりまして、第２号は、学校教育法による大学、７１ページ

をお開きいただき、第３号及び新設で第４号は、短期大学若しくは高等専門学校又は旧専

門学校令による専門学校、第５号及び新設で第６号は、高等学校若しくは中等教育学校、

または、旧中等教育学校令による中等学校の、それぞれ規定された学科を卒業後の水道に

関する技術上の実務経験年数、第７号は、水道に関する技術上の実務経験年数をそれぞれ

改めるものです。

第８号は、厚生労働省令を国土交通省令に改めるものです。

次に、７２ページにお進みいただき、第４１条、水道技術管理者の資格です。

こちらも前条同様に、第１号及び第２号は、大学、短期大学等、高等学校等の規定学科

を卒業後の水道に関する技術上の実務経験年数、第３号は、水道に関する技術上の実務経

験年数をそれぞれ改めるものです。

第４号は、厚生労働省令を国土交通省令・環境省令に、前２号を前３号に改めるもので

す。

７３ページをお開きください。

附則といたしまして、この条例は令和７年４月１日から施行するとするものです。

以上で議案第４３号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第４４号

○議長（西原 浩君） 日程第２８ 議案第４４号別海町下水道等事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第４４号別海町下水道等事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、内容説明をいたします。

議案書６１ページをお開きください。

本条例改正は、下水道法に規定されている計画であります、令和２年度から令和６年度

を計画といたします別海町特定環境保全公共下水道事業、事業計画を更新するに当たり、

基本計画についても見直しが必要となり、計画区域、計画人口、計画汚水量などの変更に

より、排水区面積、計画人口及び処理能力が変更となることから、関係する条文につい

て、改正しようとするものです。

それでは、議案の内容説明をいたしますが、議案の朗読は省略し、議案資料により説明

をさせていただきます。

議案資料の７４ページをお開きください。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正か所となります。
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別表第１の表で、別海排水区の計画人口の欄中、５,４４０人を５,０７０人に改め、同

表、西春別排水区の計画人口の欄中、１,４９０人を１,１５０人に改め、７５ページをお

開きいただき、同じく西春別排水区の区域の欄中、１１９.８ヘクタールを１３３.４ヘク

タールに改め、同表、走古丹排水区の計画人口の欄中、１６０人を１４０人に改めるもの

です。

次に、別表第２の表で、別海終末処理場の処理能力の欄中、１日最大２,４７５立方メー

トルを１日最大２,３００立方メートルに改めるものです。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとするものです。

以上で議案第４４号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２９ 議案第４５号

○議長（西原 浩君） 日程第２９ 議案第４５号別海町監査委員条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○監査委員事務局長（竹中利哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（竹中利哉君） 議案第４５号別海町監査委員条例の一部を改正する

条例の制定について、内容を説明いたします。

議案書６２ページをお開きください。

本条例改正は、地方自治法の一部を改正する法律が令和６年６月２６日に公布されたこ

とに伴い、これらの規定を引用する条例の改正が必要となったことから、所要の改正を行

おうとするものです。

議案書は６２ページですが、議案本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料に

より説明いたします。

議案資料の７６ページをお開きください。

本改正案の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側、改正後、下線部分が改正か所となります。

改正内容は、第５条、請求または要求による監査、こちらで引用する規定が、法第２４

３条の２の８第３項から、法第２４３条の２の９第３項へ条ずれとなることから、改正を

行おうとするものです。

なお附則として、この条例は地方自治法の一部を改正する法律附則第１条第３号に掲げ

る規定の施行の日から施行するとするものです。

以上で議案第４５号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）
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○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

ここで１０分間休憩いたします。

午前 １時５３分 休憩

──────────────

午後 ２時００分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第３０ 議案第４６号

○議長（西原 浩君） 日程第３０ 議案第４６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 議案第４６号の内容説明をいたします。

議案の６３ページをお開きください。

議案第４６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。

本件につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条において、辺地の公共的な施設を整備しようとするときは、あらかじめ

都道府県知事と協議の上、議会の議決を経て、当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備

に関する財政上の計画を定め、これを総務大臣に提出しなければならないと規定されてお

り、同条第８項の規定により、総合整備計画を変更する場合についても同様とされている

ことから、計画内容の変更について議会の議決を求めるものであります。

なお、北海道知事との協議については事前に終了していることを申し添えます。

今回変更するのは、豊原、中西別、大成、泉川、美原、本別、上春別の七つの辺地です。

６４ページにお進みください。

まず、豊原辺地総合整備計画です。

豊原辺地の総合整備計画は、令和５年度から令和９年度までの５年間で、今回は、第１

次の変更です。

３番の表になりますが、変更の内容は３段目、経営近代化施設について、畜産担い手総

合整備型再編整備事業の事業費精査によるもので、変更後における事業費を２億４,５９０

万円、財源内訳は、特定財源を２億３,１１４万８,０００円、一般財源を１,４７５万２,

０００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を１,４５０万円とするものです。

６５ページをお開きください。

次に、中西別辺地総合整備計画です。

中西別辺地の総合整備計画は、令和６年度から令和１０年度までの５年間で、今回は、

第１次の変更です。

変更の内容は、３番の表になりますが、１段目の交通道路について、根室中部３号主要

幹線改良舗装事業及び中西別北４線改良舗装事業を追加することなどによるもので、変更

後における事業費を１６億２,５３６万１,０００円、財源内訳は、特定財源を１０億５,５

６４万８,０００円、一般財源を５億６,９７１万３,０００円とし、一般財源のうち、辺地

対策事業債の予定額を５億５,４６０万円とするものです。

２段目の除雪機械については、除雪機械等購入事業を追加することによるもので、変更
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後における事業費を６,２５１万９,０００円、財源内訳は、一般財源を６,２５１万９,０

００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を６,２５０万円とするものです。

３段目の通学バスについては、スクールバス購入事業の事業費精査によるもので、変更

後における事業費を１,３８２万４,０００円、財源内訳は、特定財源を３９０万円、一般

財源を９９２万４,０００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を９９０万円

とするものです。

４段目の経営近代化施設について、畜産担い手総合整備型再編整備事業の事業費精査に

よるもので、変更後における事業費を２億１,０００万円、財源内訳は、特定財源を１億９,

７４０万円、一般財源を１,２６０万円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を

１,２５０万円とするものです。

６６ページにお進みください。

次に、大成辺地総合整備計画です。

大成辺地の総合整備計画は、令和５年度から令和９年度までの５年間で、今回は、第２

次の変更です。

変更の内容は、下段の３番の表になりますが、１段目、交通道路について、上春別原野

５４線路肩拡幅舗装改修事業や、橋梁長寿命化補修事業の事業費精査によるもので、変更

後における事業費を６億１,０５５万３,０００円、財源内訳は、特定財源を３,１３３万８,

０００円、一般財源を５億７,９２１万５,０００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業

債の予定額を５億７,６７０万円とするものです。

３段目、経営近代化施設については、畜産担い手総合整備型再編整備事業の事業費精査

によるもので、変更後における事業費を１億４,４４３万５,０００円、財源内訳は、特定

財源を１億３,６１４万５,０００円、一般財源を８２９万円とし、一般財源のうち、辺地

対策事業債の予定額を８１０万円とするものです。

６７ページをお開きください。

次に、泉川辺地総合整備計画です。

泉川辺地の総合整備計画は、令和５年度から令和９年度までの５年間で、今回は第２次

の変更です。

変更の内容は、下段の３番の表になりますが、１段目、交通道路について、泉川第１地

区零号線改良舗装事業の事業費精査によるもので、変更後における事業費を２億８,１１４

万６,０００円、財源内訳は、特定財源を１,６９９万２,０００円、一般財源を２億６,４

１５万４,０００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を２億６,２５０万円

とするものです。

２段目、産業農林道については、泉川第１区第２東３号線基盤整備促進事業の事業費精

査によるもので、変更後における事業費を１億８,５３３万３,０００円、財源内訳は、特

定財源を８,１０１万５,０００円、一般財源を１億４３１万８,０００円とし、一般財源の

うち、辺地対策事業債の予定額を１億４２０万円とするものです。

６８ページにお進みください。

次に、美原辺地総合整備計画です。

美原辺地の総合整備計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間で、今回は第１次

の変更です。

変更の内容は、下段の３番の表になりますが、１段目、交通道路について、橋梁長寿命

化補修事業の事業費精査によるもので、変更後における事業費を２,６３９万７,０００円、
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財源内訳は、特定財源を１,５７６万２,０００円、一般財源を１,０６３万５,０００円と

し、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を１,０６０万円とするものです。

６９ページをお開きください。

次に、本別辺地総合整備計画です。

本別辺地の総合整備計画は、令和５年度から令和９年度までの５年間で、今回は、第１

次の変更です。

変更の内容は、下段の３番の表になりますが、１段目、交通道路について、本別誘導線

整備事業の事業費精査によるもので、変更後における事業費を４億５,８６４万３,０００

円、財源内訳は、特定財源を２億５,５７０万５,０００円、一般財源を２億２９３万８,０

００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を１億９,８９０万円とするもので

す。

７０ページにお進みください。

最後に、上春別辺地総合整備計画です。

上春別辺地の総合整備計画は、令和６年度から令和１０年度までの５年間で、今回は第

１次の変更です。

変更の内容は、下段の３番の表になりますが、１段目、交通道路について、橋梁長寿命

化補修事業の事業費精査によるもので、変更後における事業費を３億８,２１０万円、財源

内訳は、特定財源を１,９１１万８,０００円、一般財源を３億６,２９８万２,０００円と

し、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を、３億６,１００万円とするものです。

２段目、産業農林道については、大成零号地区農道整備事業の事業費精査によるもので、

変更後における事業費を８億２,７５０万円、財源内訳は、特定財源を６億４,１３１万２,

０００円、一般財源を１億８,６１８万８,０００円とし、一般財源のうち、辺地対策事業

債の予定額を、１億８,６１０万円とするものです。

以上で議案第４６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３１ 議案第４７号

○議長（西原 浩君） 日程第３１ 議案第４７号町道の路線認定及び廃止についてを議

題といたします。

内容について説明を求めます。

○建設水道部次長（田畑直樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（田畑直樹君） それでは、議案第４７号町道の路線認定及び廃止につ

いて御説明いたします。

議案書の７１ページをお開きください。

本案は工事の実施に伴い、町道の認定及び廃止が必要となりましたことから、認定につ

いては、道路法第８条第２項の規定により、廃止については同法第１０条第３項により議

会の議決を求めるものでございます。
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内容につきましては、別冊の議案資料により御説明いたします。

議案資料の７７ページをお開きください。

概要表となります。

既に認定している路線は７４９路線で、総延長が１,１９３キロ、９８７.１８メートル

となってございます。

今回認定する１路線、廃止する１路線は、事業実施に伴う変更認定によるものでござい

まして、当該路線の９８.２４メートルを一旦廃止し、１８１.９４メートルを再度認定す

るものでございます。

このことによりまして、町道の路線は変わらず７４９路線でございますけれども、総延

長が８３.７０メートル増の１,１９４キロ７０.８８メートルとなります。

７８ページにつきましては、今回認定する路線の一覧表、７９ページには、廃止する路

線の一覧表、８０ページには位置図を添付してございますけれども、説明は省略させてい

ただきます。

以上で議案第４７号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第４７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３２ 報告第２号及び日程第３３ 報告第３号

○議長（西原 浩君） 日程第３２ 報告第２号専決処分の報告について（イーストタウ

ン寿団地公営住宅改修建築工事（４号棟））、日程第３３ 報告第３号専決処分の報告に

ついて（酪農工場及び農漁村加工体験施設機械設備改修工事）、この２件については、別

海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

内容について順次説明を求めます。

なお、本件は報告のみであります。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 報告第２号及び第３号の２件につきましては、一括して説明

させていただきます。

議案の７４ページをお開きください。

報告第２号及び第３号の専決処分の報告につきましては、いずれも地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工事請負契約に変更の必要性が生

じ、専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するものです。

各報告につきましては、順次専決処分書を朗読し、説明させていただきます。

最初に、報告第２号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年２月７日、別海町長、曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和６年６月２７日、議案第４５号により議決を経て締結したイーストタウン寿団地公
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営住宅改修建築工事（４号棟）請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額、８,４０９万５,０００円、うち消費税及び地方消費税額７６４万５,０００円

を、８,５７５万６,０００円、うち消費税及び地方消費税額７７９万６,０００円に改める。

変更の内容につきましては、当初概数としていた撤去発生材の運搬及び処分数量が確定

したこと、また、本件は、一定の休日の確保が確実になった場合に経費の補正を行う、週

休２日設定工事としており、一定の休日の確保が確実となったため、１６６万１,０００円

の増額となったものです。

次に、報告第３号です。

議案７５ページをお開きください。

報告第３号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年２月２１日、別海町長、曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和６年７月２９日、議案第５８号により議決を経て締結した酪農工場及び農漁村加工

体験施設機械設備改修工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額７,４８０万円、うち消費税及び地方消費税額６８０万円を、７,５４０万５,０

００円、うち消費税及び地方消費税額６８５万５,０００円に改める。

変更の内容について、本件は、一定の休日の確保が確実になった場合に経費の補正を行

う、週休２日設定工事としており、一定の休日の確保が確実となったため、６０万５,００

０円の増額となったものです。

以上で報告第２号及び第３号の内容説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣言

○議長（西原 浩君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会します。

なお、１０日月曜日は午前１０時から一般質問を行いますので御参集願います。

皆様大変御苦労さまでした。

散会 午後 ２時１７分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

令和 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


